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損害写真 無　・　有 ※早急に応急処置等必要な場合、損害部の写真を撮って頂くようご案内下さい。

損害状況

損害ヵ所

普通

総合
契約

証書番号

新総合

他社契約
有

家財

収
容
物

建
物

屋根

外壁

基礎

機械

什器

商品

損害種類
火災　・　落雷　・　破裂爆発　・　風災　・　雹災　・　雪災　・　物体の衝突

　水濡れ　・　盗難　・　水災　・　地震　・　休業　・　借家賠償

備考

未定　・　手配済 業者名

有高表

現場調査希望日 無　・　有　

※収容物に損害がある場合、必要となります。(ex:固定資産台帳や棚卸表等)無　・　有

修理業者

建物図面 無　・　有 ※建物に損害がある場合、必要となります。無い場合、こちらで調査します。

保険会社名(保険金額)

契約者名 連絡先

地震 千円
契約内容

建物 千円 家財 千円 商品 千円

機械 千円 什器 千円

火災共済事故受付表

事故受付日 年　　　　　　月　　　　　日 代理所 代理所

事故発生日 年　　　　　　月　　　　　日 事故受付者



門・塀や造作、物置等についてはご契約内容をご確認頂いたうえで受付お願い致します。

●建物内配置図　●有高表(固定資産台帳や有高表や棚卸表)

契約者が死亡した又は契約者以外の関係者が共済金請求する場合に必要となる書類

●登記簿謄本　●委任状　●印鑑証明書　

状況に応じて必要となる書類

●罹災証明書　●事故証明書　●領収証のコピー(以前共済金請求された方)

事故受付時の注意点

建物や、機械等は劣化や凍害などによる損害の場合、補償対象外になる場合がございます。

ご請求いただく場合、補償の対象についての可否は現場調査の上、判断しますとお伝え頂くようお願いします。

●共済金請求書兼同意書　　●写真　　●見積書

建物に損害が発生した場合に必要となる書類

●建物図面(増築等されている場合、増築部分も含む)

収容物に損害が発生した場合に必要となる書類

注(2)新総合契約を頂いてるお客様で「自己負担」を設定している場合、損害額が自己負担以下になります
と対象とならない場合がございます。

注(1)「風・雪・雹」損害は、ご契約上「20万円FC」が付帯されている場合、損害額が20万円以下は対象となら
ない場合がございます。

必要となる主な書類関係

全項目共通

新総合火災共済C型

新総合火災共済D型

火災・落雷・破裂爆発・風災・雹災・雪災・物体の飛来衝突・水濡れ・騒擾・盗難

火災・落雷・破裂爆発・風災・雹災・雪災・物体の飛来衝突・水濡れ・騒擾・盗難・水災

普通火災共済

総合火災共済

火災・落雷・破裂爆発・風災・雹災・雪災

火災・落雷・破裂爆発・風災・雹災・雪災・物体の飛来衝突・水濡れ・騒擾・盗難・水災

新総合火災共済A型

新総合火災共済B型

火災・落雷・破裂爆発

火災・落雷・破裂爆発・風災・雪災・雹災

ご契約内容について

お客様がご加入頂いてる補償内容により損害が対象にならない場合がございます。改めてご確認下さい。


